
⽇本免疫毒性学会諸規定 
 
【所在地に関する規定】 

1. 学会の所在地は、理事⻑の所属機関の所在地とする。 
2. 令和 7 年 9 ⽉ 30 ⽇までは、神奈川県川崎市川崎区殿町 3-25-26 国⽴医薬品⾷品

衛⽣研究所 医薬安全科学部内 とする。 
 
【⼊会及び会費規定】 

1. ⼊会に当たっては、事務局に所定の⼿続きを⾏い、当該年度の会費を納めるものと
する。 

2. ⼊会⾦は徴収しない。 
3. 会費は次のように定める。 

⼀般会員（理事） 年額 １０, ０００ 円 
⼀般会員 年額 ８, ０００ 円 
学⽣会員 年額 ２, ０００ 円 
賛助会員 年額 ５０, ０００ 円 

4. 本規定の改定は、総会の承認を要する。 
 
【総会に関する規定】 

1. 総会は、原則、年⼀回、年会時に開催する。 
2. 総会を年会以外の時期に開催する場合や追加で開催する場合は、運営委員会で議論

の上、理事⻑が決定する。また、会員に対する⼗分な周知期間を設ける。 
 
【役員等規定】  

1. 評議員の選任に当たっては、評議員２名からの推薦に基づき、理事会が推薦し、総 
会により承認を得る。  

2. 理事の選任に当たっては、評議員の互選結果に基づき、理事⻑が評議員の中から指 
名し、理事会及び総会により承認を得る。なお、理事に⽋員が出た場合には、理事 
⻑が新たに評議員の中から指名し、理事会及び総会の承認を得て、理事を追加する 
ことができる。 3. 選任時の理事及び評議員の年齢は、６５歳以内とする。但し、
理事会の承認を得た 場合には、この限りではない。  

4. 理事⻑の推薦により、理事の中から理事会の承認に基づき、副理事⻑を選任するこ 
とができる。理事⻑が職務を遂⾏できない場合、副理事⻑はその職務を代⾏する。  

5. 理事⻑の退任に当たっては、新理事⻑を理事の中から互選する。  
6. 総務担当理事及び会計担当理事は、理事の中から互選する。  
7. 年会⻑は、理事会の推薦に基づき、理事⻑が委嘱し、総会により承認を得る。  
8. 監事は、理事以外の会員２名に理事⻑が委嘱する。  
9. 通常、役員の任期は３年とし、再任を妨げない。  
10. 理事会の議決は、理事の過半数をもって⾏う。  
11. 評議員会の議決は、評議員の過半数をもって⾏う。  
12. 本規定の改定は、総会の承認を要する。 



 
【名誉会員規定】 

1. 名誉会員候補者は、以下のいずれかの条件を満たす 65 才以上の本学会員であった
者の中から推薦される。 
(1) 理事、監事経験者、学会賞等の受賞者、あるいは評議員経験 15 年以上の者で
免疫毒性学及び本会の発展に⼤きな功績があった者 
(2) 15 年以上の正会員歴を有し、免疫毒性学における特に⼤きな学術的功績があっ
た者 

2. 名誉会員候補者が⾮会員にあっては、特別名誉会員として免疫毒性学及び本会の発
展に⼤きな功績のあった者が推薦される。 

3. 評議員あるいは理事の計 2 名による推薦状及び当該候補者の略歴等を理事⻑宛てに
提出し、これらが運営委員会さらに理事会の審議を経て推薦される。当該候補者は
総会で承認を受ける。 

4. 名誉会員・特別名誉会員は年会費及び学術年会参加費が免除される。ただし、⼀般
演題あるいはポスター発表に関わる者の学術年会参加費は免除されない。 

 
【委員会規定】 

1. 委員会は、理事、評議員の数名より構成する。また、必要に応じて⼀般会員を委員
に加えることができる。 

2. 委員⻑は、理事の中から理事会にて互選する。委員⻑は副委員⻑を委員の中から指
名することができる。委員⻑が職務を遂⾏できない場合、副委員⻑はその職務を代
⾏する。 

3. 委員⻑は、委員会の運営・活動内容などに関する事項を理事会に報告する。 
4. 会務全体を統括する委員会として、運営委員会をおく。運営委員会は、理事⻑、副

理事⻑、総務担当理事、財務担当理事、各委員会委員⻑、次期年会⻑、及び理事⻑
が指名した若⼲名により構成される。各委員会委員⻑は、２期６年を超えて同⼀委
員会の委員⻑に就くものではない。 

5. 委員会としては、運営委員会の他、学術編集委員会、広報委員会、試験法委員会、
連携学会委員会、将来構想委員会を置く。 

 
【事務局規定】 

1. 事務局は、総務担当理事の所属機関内におく。 
2. 事務局は、本会の通常の総務を担当する。 
3. 必要に応じて、事務局に事務局員をおくことができる。 

 
【学術年会規定】 

1. 学術年会を、１年に１回以上開催する。 
2. 学術年会の会計は特別会計とし、通常会計と独⽴した⼝座を⽤い、監事による監査

を受けたのち理事会において決算報告の承認を得る。 
3. 学術年会の参加費は、年会⻑が提案し、運営委員会により承認される。 



4. 学術年会における⼀般演題の発表者は、会員に限る。（但し、理事会にて承認された
特例制度を除く）。 

 
（付則） 
1. この規定は、平成 13 年 9 ⽉ 17 ⽇より実施される。 
2. 会則改定に伴い、平成 15 年 9 ⽉ 25 ⽇改定。 
3. この規定は、平成 18 年 9 ⽉ 14 ⽇改定。 
4. この規定は、平成 19 年 9 ⽉ 20 ⽇改定。 
5. この規定は平成 21 年 8 ⽉ 27 ⽇改定。 
6. この規定は平成 23 年 9 ⽉ 8 ⽇改定。 
7. この規定は平成 25 年 10 ⽉ 1 ⽇改定。 
8. この規定は令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇改定。 
9. この規定は令和 4 年 12 ⽉ 16 ⽇改定。 
10. この規定は令和 7 年 2 ⽉ 19 ⽇改定。 
 


